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山形県告示第1090号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定により、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成18.11.22
通所リハビリテー

ション

みゆき通所リハビリテーション

西置賜郡白鷹町大字十王字塩田5059－13

医療法人社団聰明会

西置賜郡白鷹町大字十王字塩

田5059－13
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山形県告示第1091号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定により、指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1092号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成18年12月５日

山形県知事　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1093号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成18年12月５日

山形県知事　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1094号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、寒河江川土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成18.11.27通 所 介 護

ケアステージとこしえあやめ通り

長井市緑町12番50－１号

株式会社テイクオフ

東置賜郡川西町大字西大塚

2308－９

指定年月日
介護予防サービス

の種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定介護予防サービス事業者

の名称及び所在地　　　　　

平成18.11.22
介護予防通所リハ

ビリテーション

みゆき通所リハビリテーション

西置賜郡白鷹町大字十王字塩田5059－13

医療法人社団聰明会

西置賜郡白鷹町大字十王字塩

田5059－13

指定年月日
介護予防サービス

の種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定介護予防サービス事業者

の名称及び所在地　　　　　

平成18.11.27介護予防通所介護

ケアステージとこしえあやめ通り

長井市緑町12番50－１号

株式会社テイクオフ

東置賜郡川西町大字西大塚

2308－９

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

寒河江市大字高屋155番地古 城 藤 雄理　　　　　　 事
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山形県告示第1095号

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定により、山辺町嶋ノ前土地区画整理組合から、次の

者が理事に就任した旨の届出があった。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　住　　　　　　所　　　　　　　　　氏　　名

東村山郡山辺町大字根際1243番地　　　　佐　藤　正　憲

東村山郡山辺町大字山辺901番地　　　　 鈴　木　二　男

東村山郡山辺町大字根際564番地２　　　 鈴　木　良　一

東村山郡山辺町大字根際456番地　　　　 武　田　邦　夫

東村山郡山辺町大字山辺847番地　　　　 武　田　文　博

東村山郡山辺町大字山辺848番地　　　　 武　田　充　弘

東村山郡山辺町大字根際471番地　　　　 東海林　　　功

東村山郡山辺町大字山辺595番地　　　　 廣　谷　弥太郎

天童市東長岡一丁目６番24号　　　　　　三　浦　見知男

東村山郡山辺町大字山辺1510番地22　　　峯　田　信　夫

東村山郡山辺町大字山辺822番地　　　　 渡　辺　信　吾

東村山郡山辺町大字山辺3559番地２　　　渡　辺　利　男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1096号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　山形上山線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1097号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　山形上山線

２　供用開始の区間　　山形市大字松原字雨ヶ沢1544番２から

　　　　　　　　　　　上山市金瓶字高谷山２番25まで

３　供用開始の期日　　平成18年12月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1098号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

50
46.0～

32.0
旧

山形市大字松原字雨ヶ沢1562番１から

同　　　　　　　　　　1544番２まで

1,420
98.0～

28.8
新

山形市大字松原字雨ヶ沢1562番１から

上山市金瓶字山ノ上352番４まで

メートルメートル

メートル メートル
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１　路　　線　　名　　東山七浦線

２　供用開始の区間　　山形市大字青柳字壱本木90番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　3859番まで

３　供用開始の期日　　平成18年12月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1099号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　345号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1100号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　主要地方道

２　路　線　名　　菅野代堅苔沢線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1101号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　一般県道

２　路　線　名　　 代鶴岡線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

214
12.6～

10.0
旧

鶴岡市関根字橋下74番13から

同　　田川字岩行７番１まで

同　上
13.0～

10.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

79
21.0～

 9.6
旧

鶴岡市山五十川字小平77番６から

同　　　　　　　　　77番４まで

同　上
37.4～

15.2
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル
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山形県告示第1102号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　一般県道

２　路　線　名　　長沼八色木線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1103号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　345号

２　供用開始の区間　　鶴岡市関根字橋下74番13から

　　　　　　　　　　　同　　田川字岩行７番１まで

３　供用開始の期日　　平成18年12月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1104号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　菅野代堅苔沢線

２　供用開始の区間　　鶴岡市山五十川字小平77番６から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　77番４まで

３　供用開始の期日　　平成18年12月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1105号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　 代鶴岡線

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

20
19.0～

17.7
旧

鶴岡市黒川字成沢903番から

同　　　　　　　 上　まで

同　上
20.8～
17.7

新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

145
14.0～

37.0
旧

鶴岡市長沼字宮前20番37から

同　　　　　　　265番４まで

同　上
14.0～

37.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル
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２　供用開始の区間　　鶴岡市黒川字成沢903番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　上　 まで

３　供用開始の期日　　平成18年12月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1106号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成18年12月５日から同月18日まで縦覧に供する。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　長沼八色木線

２　供用開始の区間　　鶴岡市長沼字宮前20番37から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　265番４まで

３　供用開始の期日　　平成18年12月５日

  教育委員会関係  

告　　　　　示

山形県教育委員会告示第19号

　山形県文化財保護条例（昭和30年８月県条例第27号）第４条第１項の規定により、山形県指定有形文化財として

次のとおり指定する。

　　平成18年12月５日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　伊　　　藤　　　晴　　　夫

  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　申請のあった年月日

　　平成18年11月20日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人　山形国際ドキュメンタリー映画祭

　(2) 代表者の氏名

　　　田中　哲

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　山形市旅篭町二丁目３番25号

　(4) 定款に記載された目的

　この法人は、ドキュメンタリー映画や貴重な映像を世界から集めて映画祭を開催することにより、豊かな映

像文化環境と国際交流の場を提供するとともに、作り手の支援をする。同時に、日常的な映像普及活動による

所　 有 　者　 の 　住 　所所　　有　　者員　　数名　　　　称種　　別

東置賜郡川西町大字時田宗教法人成寶寺１躯
木造僧形八幡神

坐像
彫刻の部
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映像文化の振興を通じて地域文化の発展に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、大容量アーカイブ活用型放送番組制作基盤技術

研究用物品の売買について、一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　入札の場所及び日時

　(1) 場　所　　山形市松波二丁目８番１号　山形県庁ｅ－ミーティングルーム（15階）

　(2) 日　時　　平成18年12月18日(月)　午後２時

２　入札に付する事項

　(1) 入札に付する物件の名称及び数量　

　　　大容量アーカイブ活用型放送番組制作基盤技術研究用物品　一式

　(2) 入札に付する物件の仕様等　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 入札方法　総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相

当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札金額とするので、見積った金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３　入札参加者の資格

　　次の各号に該当しない者であること。

　(1) 地方自治法第239条第２項に規定する職員

　(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者

　(3) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当し、その事実があった後２年を経過しない者

４　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等

　　山形市松波二丁目８番１号　山形県総務部改革推進室情報企画課　電話番号023(630)2094

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　

　入札見積価格の100分の５に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）

第119条各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金を免除する。

　(2) 契約保証金

　契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する

場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他山形県財務規則

第122条の２の規定に該当する入札は、無効とする。

７　落札者の決定の方法

　山形県財務規則第120条第１項の規定により作成された予定価格以上で最も高額な価格で入札（有効な入札に

限る。）をした者を落札者とする。

８　その他

　(1) この公告による入札の詳細は、入札説明書による。

　(2) この公告による入札に参加を希望する者は、山形県財務規則第125条第６項の競争入札参加資格者名簿に登

載されていない者にあっては同条第１項に規定する競争入札参加資格審査申請書、同名簿に既に登載されてい

る者にあっては競争入札参加資格確認申請書を平成 18年12月12日（火）までに山形県総務部改革推進室情報企

画課へ提出すること。

　(3) 入札に付する物件の説明会の開催日時及び場所

　　イ　日　時　平成18年12月12日(火)　午後２時

　　ロ　場　所　山形市松栄一丁目３番８号　山形県産業創造支援センター　

　(4) 入札に付する物件には大型の機材が含まれるため、入札者は、入札に付する物件を熟知のうえ入札すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、建設業の許可を次のとおり取り消した。

　　平成18年12月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘
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